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平成２９年９月末までの消費税転嫁対策の取組状況について 

 

平成２９年１０月２０日 

経 済 産 業 省 

 

経済産業省では、平成２６年４月に消費税率が８％へ引上げられたことを踏まえ、

消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、公正取引委員会と連携して、①

監視・取締り対応、②広報・相談対応を一体的に実施し、転嫁拒否行為の未然防

止及び迅速な是正を行っている。 

平成２９年９月末までの主な取組状況は、以下のとおり。 

 

（１）監視・取締り対応 

①消費税の転嫁拒否等に関する大規模な調査の実施 

・平成２９年度も引き続き、公正取引委員会と合同で、悉皆的な書面調査を

実施。これらによって把握した情報等を元に、消費税の円滑かつ適正な転

嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措

置法（以下「特措法」という）に基づき、転嫁拒否行為に対して迅速かつ

厳正に対処している。 

ⅰ）取引の売手側である中小企業・小規模事業者全体に対し、転嫁拒否行

為を受けていないか情報収集するための書面調査 

ⅱ）取引の買手側である大企業・大規模小売事業者等に対し、転嫁拒否行

為を行っていないか把握するための書面調査（平成２７年度まで実施） 

・下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」という）の書面調査等を通じ

て転嫁拒否行為等に関する情報が得られた場合にも、情報収集と迅速な対

応に努めている。 

 

②特定事業者（買手側）の転嫁拒否行為に対する監視・取締り 

  ・特定事業者（買手側）の転嫁拒否行為に対する監視・取締りを実施。

平成２９年９月末までの累計（公正取引委員会との合算）で、指導を３，６１

６件、措置請求を８件、勧告を４０件実施（平成２９年４月から平成２９年９

月までで、指導を２９９件、措置請求を１件、勧告を２件実施）。なお、

措置請求は中小企業庁、勧告は公正取引委員会が実施する。詳細は別紙

参照。 

   ※これまでに措置請求を行った８件は、公正取引委員会により全て勧告

が行われている。 
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  ・特措法に基づく事前調査や立入検査において、下請法上の違反（書面未

交付、受領拒否、割引困難手形の交付等）を発見した場合には、下請代

金検査官に迅速に通知し、下請法による徹底した取締りを行う。 

 

③転嫁Ｇメンによるパトロールの実施 

特措法の周知や転嫁拒否行為に関する情報提供・情報収集、相談対応、未然

防止などを目的として、全国に配置した転嫁Ｇメンによるパトロール活動を実

施中。 

・事業者団体等を訪問。平成２９年９月末までに、累計で６，０４８件実施。 

・総合スーパー、食品スーパー、ディスカウントショップ、ドラッグストア、

ホームセンター、商店街等を訪問。平成２９年９月末までに、累計で１４，

２４０件実施。 

・商工会、商工会議所を訪問。平成２９年９月末までに、累計で３，０７１

件実施。小規模事業者が普段から接しているのは商工会、商工会議所の経

営指導員であることを踏まえ、転嫁Ｇメンと経営指導員等との顔の見える

関係を築き、小規模事業者等が日頃から直面している悩みや課題について、

迅速かつ率直に情報交換できるような人的ネットワークを構築。 

・信用金庫、信用組合を訪問。平成２９年９月末までに、累計で７８０件実

施。 

 

（２）広報・相談対応 

 ①転嫁Ｇメンによるパトロールの実施【再掲】 

 

②パンフレットや講習会等による広報 

・消費税転嫁対策に関する分かり易い手引きやマニュアル、パンフレットを作

成。中小企業団体や国が認定する支援機関を通じて、全国の事業者へ配布（累

計約１８１万部）。 

・中小企業団体や国が認定する支援機関において、転嫁対策に関する講習会等

を開催。平成２９年９月末までに、累計で約２万３千回実施、約５２万人が

参加。 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する「中小企業・小規模事業者経

営力強化フォーラム」において、消費税の適切な転嫁への理解を深めること

などを目的とした講演を実施。平成２９年９月末までに、累計で２０回実施。 

・消費税の円滑かつ適正な転嫁の順守を盛り込む等の改訂を実施した下請取

引適正化ガイドラインの説明会や、特定事業者の契約業務を担当・管理す
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る者等を対象とした「消費税転嫁への対応講習会」等を開催。平成２９年

度は、合計２２０回実施予定。 

 

③相談窓口の設置 

・中小企業４団体において、全国２，３２４箇所に相談窓口を設置。平成２

９年９月末までに、累計で約１８８万件の相談対応を実施。 

・中小企業の取引上の悩み相談を受け付けている「下請かけこみ寺」に、消費

税の円滑な転嫁に関する相談窓口を設置。平成２９年９月末までに、累計で２

１０件の相談対応を実施。 

・中小企業庁では、ＷＥＢ上に情報セキュリティにも十分に配慮した申告情報

受付窓口を設置。消費税の転嫁に関する相談の際に利用が可能。電話での相

談も受け付けている。 

 

申告情報受付窓口ＵＲＬ  https://www.shinkoku.go.jp/shinkoku/ 

電話番号  ０３－３５０１－１５０２ 

 

④消費税の転嫁状況のモニタリング調査の実施 

・消費税の転嫁状況を定期的に把握するため、平成２６年４月より、事業者

に対して転嫁状況に関するアンケート調査を実施。平成２９年８月の調査

結果について、平成２９年９月２８日（木）に公表済み。 

 

【結果概要】（実施期間：平成２９年８月１日～８月１７日、回答数 8,480者） 

 転嫁状況について、事業者間取引では 89.4％、消費者向け取引では 78.7％

の事業者が「全て転嫁できている」と回答し、平成 29年 6月の同調査と比

較して、それぞれ+0.5pt、+0.3ptだった。「全く転嫁できていない」と答え

た事業者は、事業者間取引では 1.6％、消費者向け取引では 3.1％で、平成

29年 6月の同調査と比較して、それぞれ▲0.7pt、▲0.2ptだった。 

 事業者間取引における転嫁できた理由としては、「以前より消費税への理解

の定着」が最も多く 56.7％。「転嫁特措法等による取締り強化」が 29.8％、

「本体価格と消費税額を分ける」が 22.1％。 

 消費者向け取引における転嫁できた理由としては、「消費者において、消費

税率引上げの意義等に対する理解が浸透」が最も多く 71.1％。「本体価格と

消費税額を分けることによる反発緩和」が 24.6％。 




